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教育委員会議事録  

日 時 令和２年３月 25日 (水 )午後２時 00分～午後３時 42分  

場 所 教育委員会室  

出 席 委 員 教 育 長 井 出  隆 安 
 
委 員 對 馬  初 音  

 委 員 久 保 田  福 美 
 
委 員 伊 井  希 志 子 

 委 員 折 井  麻 美 子 
 

  

出 席 説 明 員 事 務 局 次 長 田 中  哲 
 教育企画担当部長 

教育人事企画課長 白 石  高 士 

 
学 校 整 備 
担 当 部 長 

中 村  一 郎 

 

生涯学習担当部長 
中 央 図 書 館 長 安 藤  利 貞 

 庶 務 課 長 都 筑  公 嗣 

 

学 務 課 長 村 野  貴 弘 

 

特別支援教育課長 
就 学 前 教 育
支 援 セ ン タ ー
所 長 

正 富  富 士 夫 

 

学 校 支 援 課 長 市 川  雅 樹 

 学 校 整 備 課 長 渡 邊  秀 則 

 

学校整備担当課長 岡 部  義 雄 

 生涯学習推進課長 本 橋  宏 己 

 
済美教育センター 
所 長 

平 﨑  一 美 

 
済美教育センター 
統括指導主事 

東 口  孝 正 

 
済美教育センター 
統括指導主事 

古 林  香 苗 

 
済美教育センター 
教育相談担当課長 

宮 脇  隆 

 

中央図書館次長 加 藤  貴 幸 

 
事 務 局 職 員 

 
庶 務 係 長 佐 藤  守  法 規 担 当 係 長 岩 田  晃 司 

 担 当 書 記 小 野  謙 二    

傍 聴 者 １名      
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会議に付した事件  

 

(議案 ) 

  議案第 21号  区長の権限に属する事務の委任について  

  議案第 22号  区長の権限に属する事務の補助執行について  

  議案第 23号  令和元年度杉並区一般会計補正予算 (第７号 ) 

  議案第 24号  杉並区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則  

  議案第 25号  杉並区済美教育センター処務規則の一部を改正する規則  

  議案第 26号  杉並区立就学前教育支援センター処務規則の一部を改正

する規則  

  議案第 27号  杉並区教育財産管理規則の一部を改正する規則  

  議案第 28号  杉並区立学校に勤務する講師に関する規則を廃止する規

則  

  議案第 29号  杉並区会計年度任用講師の任用等に関する規則  

  議案第 30号  杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関

する規則  

  議案第 31号  杉並区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規

則  

  議案第 32号  杉並区教育委員会非常勤職員規則の一部を改正する規則  

  議案第 33号  杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執

行に関する規則の一部を改正する規則  

  議案第 34号  杉並区幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を

改正する規則  

  議案第 35号  杉並区学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改

正する規則  

  議案第 36号  杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則  

  議案第 37号  杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則  

  議案第 38号  杉並区県費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する

規則  

  議案第 39号  杉並区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一

部を改正する規則  
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  議案第 40号  杉並区学校教育職員の給与に関する条例施行規則の一部

を改正する規則  

  議案第 41号  杉並区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することので

きる場合の基準に関する規則の一部を改正する規則  

  議案第 42号  杉並区学校教育職員の給与の減額を免除することのでき

る場合の基準に関する規則の一部を改正する規則  

  議案第 43号  杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則  

  議案第 44号  杉並区学校教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則  

  議案第 45号  杉並区教育委員会公印規則の一部を改正する規則  

  議案第 46号  杉並区教職員住宅規則の一部を改正する規則  

  議案第 47号  杉並区立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する

規則  

  議案第 48号  杉並区学校運営協議会規則の一部を改正する規則  

  議案第 49号  杉並区教育職員の自己申告及び人事評価に関する規程の

一部改正  

  議案第 50号  杉並区教育職員懲戒分限審査委員会規程の一部改正  

  議案第 51号  杉並区教育委員会職務権限規程の一部改正  

  議案第 52号  杉並区教育委員会職員服務監察規程の一部改正  

  議案第 53号  学校運営協議会の設置について  

 

(報告事項 ) 

  (１ )臨時休業中の小学校における校庭開放の実施について  

  (２ )令和２年度の教育課程等の実施について  

(３ )令和２年度杉並区立学校及び杉並区立子供園の学期及び休業日に

ついて  

  (４ )学校運営協議会委員の任命について  

  (５ )令和２・３年度青少年委員の委嘱について  

  (６ )杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について  

  (７ )中央図書館サービス業務受託者候補者の選定結果について  
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教育長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和２年第４回

杉並区教育委員会定例会を開催いたします。  

 本日の会議について、事務局より説明をお願いいたします。  

庶務課長  本日の議事録署名委員につきましては、教育長より事前に伊井

委員との指名がございましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、本日の議事日程についてですが、議案 33件、報告事項７

件を予定しております。  

 以上でございます。  

教育長  それでは本日の議事に入りますが、議案第 21号及び 22号につきま

しては、「地方自治法」第 180条の２の規定に基づく区長からの協議案

件として、区の意思形成過程上の案件となっております。  

 また、議案第 23号につきましても、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」第 29条の規定に基づく区長からの意見聴取案件として、区

の意思形成過程上の案件となっております。  

 従いまして、議案第 21号から 23号までの審議につきましては、「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律」第 14条第７項の規定により、非

公開としたいと思いますが、異議ございませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは異議がございませんので、そのようにいたします。  

 それではまず、他の議案の審議を行います。  

 庶務課長、お願いいたします。  

庶務課長  それでは、組織機構改正に伴う規定の整備として関連がありま

すので、日程第４議案第 24号「杉並区教育委員会事務局処務規則の一部

を改正する規則」、日程第５議案第 25号「杉並区済美教育センター処務

規則の一部を改正する規則」、日程第６議案第 26号「杉並区立就学前教

育支援センター処務規則の一部を改正する規則」、日程第７議案第 27号

「杉並区教育財産管理規則の一部を改正する規則」、以上４議案を一括

して上程をいたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 新しい学習指導要領におきましては、「社会に開かれた教育課程」の

基本理念のもと様々な改革が必要なことから、平成 29年度から令和元年

度までの時限的措置として、教育委員会事務局に「教育人事企画課」、

「済美教育センター」及び「就学前教育支援センター」の事務を担当す
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る「教育企画担当部長」を設置したところでございます。  

 このことにより、教育ビジョン推進計画の策定をとおして円滑な移行

の準備を整えたところでございます。  

 一方で、令和４年度を始まりとする新たな教育ビジョンの策定に当た

っては、現在の教育ビジョンの基本目標を更に発展させるとともに、杉

並区の新たな基本構想等との整合性を図りながら進めていくなど、教育

委員会の当面の課題に対応する必要があることから、これまでの担当部

長を廃止し、新たに「教育政策担当部長」を設置することとしました。  

 また、教育委員会事務局の各係の分掌事務を改めることとしました。  

 これらの組織機構改正等に伴いまして、所要の規定の整備を図る必要

があるため、規則を改正するものでございます。  

 はじめに、議案第 24号の主な改正内容につきまして、ご説明申し上げ

ます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 第５条におきまして、庶務課法規担当係長に「学校法律相談に関する

こと」を加え、計画担当係長の分掌事務を改めるなどの規定を整備して

ございます。  

 また、別表第１におきましては、「教育人事企画課」、「済美教育セ

ンター」及び「就学前教育支援センター」の事務を担当する部長を「教

育政策担当部長」に改めてございます。  

 次に、議案第 25号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 第５条の所長及び担当課長の「職責」並びに第６条の「報告」に係る

規定におきまして、担当部長の名称を「教育政策担当部長」に改めてご

ざいます。  

 議案第 26号におきましても、議案第 24号と同様の改正を行ってござい

ます。  

 次に、議案第 27号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 第２条の定義規定におきまして、担当部長の名称を「教育政策担当部

長」に改めてございます。  

 最後に、施行期日でございますが、いずれの議案につきましても、令

和２年４月１日としてございます。  
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 なお、議案第 24号につきましては、地方自治法の規定に基づく杉並区

長の同意を得ております。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 24号につきましては、原案の通り可決して異議ございま

せんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 24号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 25号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 25号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 26号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 26号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 27号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 27号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、令和２年４月に会計年度任用職員制度

が導入されることに伴う規定の整備として関連がありますので、日程第

８議案第 28号「杉並区立学校に勤務する講師に関する規則を廃止する規

則」、日程第９議案第 29号「杉並区会計年度任用講師の任用等に関する

規則」、日程第 10議案第 30号「杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休

日、休暇等に関する規則」、日程第 11議案第 31号「杉並区会計年度任用
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講師の給与及び費用弁償に関する規則」、日程第 12議案第 32号「杉並区

教育委員会非常勤職員規則の一部を改正する規則」、日程第 13議案第 33

号「杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する

規則の一部を改正する規則」、日程第 14議案第 34号「杉並区幼稚園教育

職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則」、日程第 15議案第

35号「杉並区学校教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規

則」、以上８議案を一括して上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 このたび、地方公務員法の一部が改正されまして、「特別職の嘱託員

等」は、一般職の職員であれば課されることとなる守秘義務等の服務規

律等が課されていないことから、その範囲が専門的な知識経験等に基づ

き、助言、調査等を行う者に厳格化されるとともに、「臨時的任用」は、

職員を任用する例外的な制度であることから、その対象が常勤職員に欠

員を生じた場合に厳格化されたところでございます。  

 また、１会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める一

般職の職員として、「会計年度任用職員」が新たに制度化されたほか、

地方自治法の一部が改正され、フルタイムの会計年度任用職員について

は、給料、旅費及び一定の手当の支給対象とし、パートタイムの会計年

度任用職員については、報酬、費用弁償及び期末手当の支給対象とする

こととされたところでございます。  

 このことに伴いまして、現行の講師に関する規則を廃止するほか、会

計年度任用講師に係る規則の制定、関連する規則の改正を行うものでご

ざいます。  

 はじめに、議案第 28号につきまして、ご説明申し上げます。  

 区立学校に勤務する非常勤の講師につきましては、会計年度任用職員

に移行することから、規則を廃止するものでございます。  

 次に、議案第 29号につきまして、ご説明申し上げます。議案をご覧く

ださい。  

 区立学校に勤務する非常勤の講師が、会計年度任用職員に移行するこ

とに伴いまして、その職、任用数、任用の方法、任用の手続き、選考の

方法、任期等を定めるものでございます。  

 続きまして、議案第 30号につきまして、ご説明申し上げます。議案を

ご覧ください。  
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 会計年度任用職員に移行する講師につきまして、１週間の勤務時間、

週休日、休憩時間、超過勤務、休日、年次有給休暇、特別休暇等を定め

るものでございます。  

 議案第 31号につきまして、ご説明申し上げます。議案をご覧ください。  

 会計年度任用職員に移行する講師につきまして、会計年度任用講師の

給与の口座振替、給料等の告示、給料の支給方法、給与の減額免除、給

与の減額、期末手当の支給割合等を定めるものでございます。  

 議案第 32号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 これまで、規則に定めておりました、嘱託員、パートタイマー、相談

員等が会計年度任用職員に移行するため、該当する規定を削るものでご

ざいます。  

 なお、この規則におきましては、引き続き、特別職である「学校医」

「学校歯科医」「学校運営協議会委員」の任免や報酬等を規定してござ

います。  

 議案第 33号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 教育委員会の権限に属する事務を教育長に委任する規定におきまして、

規定の整備を図るものでございます。  

 議案第 34号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 給与条例では、期末手当の支給基準日前１か月以内に退職した職員に

は、規則で定める者を除き、期末手当を支給することとされています。

第２条の改正は、期末手当の重複支給を避けるため、幼稚園教育職員で

あったものが、退職後に区の会計年度任用職員になった場合には、支給

対象外とする旨を定めるものでございます。  

 議案第 35号におきましても、議案第 34号と同様の改正を行うものでご

ざいます。  

 最後に、施行期日でございますが、いずれの議案につきましても、令

和２年４月１日としてございます。  

 なお、議案第 29号から第 31号まで、並びに、議案第 34号及び第 35号に

つきましては、条例の規定に基づく特別区人事委員会の承認を得ており

ます。  
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 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 28号につきましては、原案の通り可決して異議ございま

せんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 28号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 29号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 29号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 30号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 30号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 31号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 31号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 32号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 32号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 33号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 
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 それでは、異議がございませんので、議案第 33号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 34号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 34号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 35号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 35号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして教職員の業務量の適切な管理等として関

連がありますので、日程第 16議案第 36号「杉並区幼稚園教育職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」、日

程第 17議案第 37号「杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則」、日程第 18議案第 38号「杉並

区県費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則」、以上３議案

を一括して上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進するため、「公立

の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」、いわゆ

る「給特法」の一部が改正されまして、文部科学大臣が「教育職員の業

務量の適切な管理等に関する指針」を策定及び公表することとされたと

ころでございます。  

 このたび策定された指針におきましては、服務監督権者である教育委

員会は、「超過勤務命令に基づく業務以外の時間も含む在校等時間」に

つきまして、上限時間を超えないようにするため、教師等の業務量の適

切な管理等を行うこととされたところでございます。  

 そのため、杉並区は、幼稚園教育職員及び学校教育職員の勤務時間条

例を改正し、「業務の量の適切な管理等の措置については、文部科学大

臣が策定した指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則

で定めるところにより行う」と規定したところでございます。  
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 一方、東京都におきましても、区立学校の都費負担の教職員、いわゆ

る県費負担教職員に適用される勤務時間条例を改正し、「区市町村教育

委員会は、教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置を講ずる」こ

とを定めたところでございます。  

 このことに伴いまして、幼稚園教育職員、学校教育職員及び県費負担

教職員の業務量の適切な管理等を行うため、規則の改正及び制定を行う

ものでございます。  

 はじめに、議案第 36号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案を２枚おめくりいただき、右側のページをご覧ください。  

 「第 32条の３」の規定を追加いたしまして、指針と同様に、幼稚園教

育職員の正規の勤務時間を除いた在校等時間は、１月について 45時間、

１年について 360時間を上限と定めるものでございます。  

 また、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一

次的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合は、

１月について 100時間未満、１年について 720時間とするなど等を上限と

定めるものでございます。  

 また、この規則の改正におきましては、「会計年度任用職員等であっ

た職員の年次有給休暇の繰越しの取扱い」及び「臨時的に任用された職

員等の年次有給休暇の取扱い」について定めてございます。  

 次に、議案第 37号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案をご覧ください。  

 学校教育職員、いわゆる区費教員につきましても、在校等時間の上限

を幼稚園教育職員と同様に定めるほか、「会計年度任用職員等であった

職員の年次有給休暇の繰越しの取扱い」について定めてございます。  

 次に、議案第 38号につきまして、ご説明申し上げます。議案をご覧く

ださい。  

 都費負担の教職員、いわゆる県費負担教職員につきましても、在校等

時間の上限を幼稚園教育職員と同様に定めるものでございます。  

 最後に、施行期日でございますが、いずれの議案につきましても、令

和２年４月１日としてございます。  

 なお、議案第 36号及び第 37号につきましては、条例の規定に基づく特

別区人事委員会の承認を得ております。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  
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 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 36号につきましては、原案の通り可決して異議ございま

せんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 36号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 37号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 37号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 38号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 38号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、地方公務員法の改正により臨時的に任

用される職員の位置付けが明確化されたことに伴う規定の整備として

関連がありますので、日程第 19議案第 39号「杉並区幼稚園教育職員の給

与に関する条例施行規則の一部を改正する規則」、日程第 20議案第 40号

「杉並区学校教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する

規則」、以上２議案を一括して上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 先ほど、議案第 28号でご説明したとおり、地方公務員法の一部改正に

おきましては、「臨時的任用」は、職員を任用する例外的な制度である

ことから、その対象が常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化されたとこ

ろでございます。  

 これまで、臨時的に任用された職員が病気休暇により勤務しない場合

には、一律に給与を減額する取扱いとしてきたところですが、常勤職員

に欠員が生じた場合に任用され、常勤職員と同様の位置付けであること
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から、減額の取扱いを改めることとしました。  

 このことに伴いまして、給与減額の取扱いを常勤職員と同様にする必

要があるため、規則の改正を行うものでございます。  

 はじめに、議案第 39号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 第 11条第２項の「臨時的に任用された職員が病気休暇を承認され勤務

しない時は給与の減額を行う」旨の規定を削るものでございます。  

 次の議案第 40号におきましても、議案第 39号と同様の改正を行うもの

でございます。  

 最後に、施行期日でございますが、いずれの議案につきましても、令

和２年４月１日としてございます。  

 なお、いずれの議案につきましても、条例の規定に基づく特別区人事

委員会の承認を得ております。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 39号につきまして、原案の通り可決して異議ございませ

んか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 39号につきまして、原案

の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 40号につきまして、原案の通り可決して異議ござ

いませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 40号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止

を図るための服務の取扱いとして関連がありますので、日程第 21議案第

41号「杉並区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合

の基準に関する規則の一部を改正する規則」、日程第 22議案第 42号「杉

並区学校教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に
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関する規則の一部を改正する規則」、以上２議案を一括して上程いたし

ます。  

 それでは、ご説明いたします。  

 この度、人事院は各府省に対して、「新型コロナウイルス感染症対策

に伴う小学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が

勤務しないことがやむを得ないと認められるなどの場合には、特別休暇

として取り扱う」旨を通知したところでございます。  

 特別区人事委員会は、総務省からこの通知を受け、国家公務員と同様

の取扱いとするために、一般の職員に適用される規則を改正し、令和２

年３月２日に施行したところでございます。  

 このことに伴いまして、幼稚園教育職員及び学校教育職員についても、

同様の取扱いとするため、規則の改正を行うものでございます。  

 はじめに、議案第 41号につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「別表の改正の概要」をご覧ください。  

 給与の減額を免除することのできる場合の基準を定める別表の第１号

におきまして、下線のとおりに改正するものでございます。  

 改正前は「感染症予防法による交通の制限又は遮断」としていた事由

に、「感染症予防法に基づく政令等による就業制限や感染の防止のため

の協力、また検疫法による停留」を加え、対象となる事由を拡大してご

ざいます。  

 次の議案第 42号におきましても、議案第 41号と同様の改正を行うもの

でございます。  

 最後に、附則でございますが、いずれの議案につきましても、公布の

日から施行することとし、特別区人事委員会の規則が施行した令和２年

３月２日から適用することとしてございます。  

 なお、いずれの議案につきましても、条例の規定に基づく特別区人事

委員会の承認を得ております。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 41号につきましては、原案の通り可決して異議ございま
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せんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 41号につきまして、原案

の通り可決といたします。  

 続きまして、議案 42号につきまして、原案の通り可決して異議ござい

ませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 42号につきまして、原案

の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、給与に関する条例の一部改正に伴い、

勤勉手当の支給割合を改めるものとして関連がありますので、日程第 23

議案第 43号「杉並区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則」、日程第 24議案第 44号「杉並区学校教育職員の勤勉手当に

関する規則の一部を改正する規則」、以上２議案を一括して上程いたし

ます。  

 それでは、ご説明いたします。  

 はじめに、議案第 43号につきまして、ご説明を申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 昨年 10月に、特別区人事委員会は、公民較差を解消するため、勤勉手

当の年間の支給月数を「 0.15月」引き上げる旨の勧告を行いました。  

 そこで、昨年 12月にこの規則を改正し、支給月数を「 0.15月」引き上

げたところでございます。  

 今回の改正は、１年分の支給月数「 0.15月」の引上げ分を、令和２年

度の６月と 12月に支給する勤勉手当に「 0.075月」ずつ振り分けるもので

ございます。  

 次の議案第 44号におきましても、議案第 43号と同様の改正を行うもの

でございます。  

 最後に、施行期日でございますが、いずれの議案につきましても、令

和２年４月１日としてございます。  

 なお、いずれの議案につきましても、条例の規定に基づく特別区人事

委員会の承認、及び、地方自治法の規定に基づく杉並区長の同意を得て

おります。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は、省略させていただきます。  
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 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 43号につきまして、原案の通り可決して異議ございませ

んか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 43号につきまして、原案

の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 44号につきまして、原案の通り可決して異議ござ

いませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 44号につきまして、原案

の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第 25議案第 45号「杉並区教育委員

会公印規則の一部を改正する規則」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 本年４月１日に、小中一貫教育校高円寺学園が開校すること等に伴い

まして、所要の規定の整備を図る必要があることから、規則を改正する

ものでございます。  

 改正の内容でございますが、議案の２枚目、裏面をご覧ください。  

 これまで、杉並和泉学園及び同学園長のものとしていた公印のひな型

を、高円寺学園においても使用できるように改めるものでございます。  

 このほか、子供園及び区立学校の学校印に係る規定におきまして、規

定を整備してございます。  

 最後に、施行期日でございますが、令和２年４月１日としてございま

す。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 45号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 



 

 20 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 45号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第 26議案第 46号「杉並区教職員住

宅規則の一部を改正する規則」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 教育委員会では、教職員の福利厚生のため、荻窪教職員住宅を設置し

ており、使用の許可を受けた者に対して、教職員である連帯保証人と連

署の上で規則を遵守する旨の誓約書を提出させることとしてございます。 

 本年４月１日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、保証人が

個人である「根保証契約」については、保証する上限額を明示しなけれ

ば、その契約は無効となることに改正されました。  

 このことから、本年３月３日に、杉並区教職員住宅運営委員会を開催

し、連帯保証人の必要性も含め審議をしたところ、住宅の使用料は毎月

の給与から控除していること、これまでも滞納の事例はないことなどか

ら、連帯保証人を必要としないことを決定したところでございます。  

 このことに伴いまして、連帯保証人に係る規定を削るほか、所要の規

定の整備を図る必要があることから、規則を改正するものでございます。 

 改正の内容でございますが、議案の最後から２枚目に添付いたしまし

た「新旧対照表」をご覧ください。  

 第 11条におきまして、連帯保証人に係る規定を削ることとしてござい

ます。  

 併せて、誓約書の様式におきまして、連帯保証人に係る規定を削るな

どの文言の整理を行ってございます。  

 最後に、施行期日でございますが、令和２年４月１日としてございま

す。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 46号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 
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 それでは、異議がございませんので、議案第 46号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第 27議案第 47号「杉並区立学校の

管理運営に関する規則の一部を改正する規則」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 東京都教育委員会におきましては、学校教育における食に関する課題

の多様化・複雑化に伴い、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる

栄養教諭が担う役割が大きくなっていること。特に、各公立学校の食育

リーダーへの支援は、東京都全体における食育推進体制を充実していく

上で極めて重要な職務となっていることから、栄養教諭の上位職である

主任栄養教諭等を置くことといたしました。  

 このことに伴いまして、所要の規定の整備を図る必要があることから、

規則を改正するものでございます。  

 改正の内容でございますが、議案の最後に添付いたしました「新旧対

照表」をご覧ください。  

 第７条の規定におきまして、主任栄養教諭を置くことができる旨を規

定してございます。  

 このほか、栄養教諭に係る規定を整備してございます。  

 最後に、施行期日でございますが、令和２年４月１日としてございま

す。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

伊井委員  これは栄養士の方と捉えてよろしいでしょうか。  

庶務課長  栄養教諭です。  

伊井委員  今、杉並区にどれくらいいらっしゃるというか、そこを伺いた

いなと。  

教育人事企画課長  これは、栄養教諭は栄養士と違って、都費の学校栄養

職員が切替え選考を行い、教諭の免許を取ったものが栄養教諭となりま

す。  

 来年度においては、区内には３人、中学校２人と小学校１人、うち１

人は再任用がいることになります。  

伊井委員  すごく食育の授業をしっかりやっている学校もあり、期待され
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るところだなと思うので、今後増やしていかれるような見通しとかはご

ざいますか。  

教育人事企画課長  東京都としては、増やしていきたいという意向はある

ようですが、実際のところ、栄養職員に受験をしていただかなければな

りません。本人の意向もありますが、そういう働きかけをしながら増や

していきたいと思います。全体の数はどうなるか分かりません。  

 ただこの３名を核にして学校栄養職員の資質向上ですとか、そういっ

たものに取り組んでいくこととなります。  

伊井委員  これからも大事になっていくと思うのでよろしくお願いいた

します。  

對馬委員  栄養教諭が３人とお伺いしたのですが、主任栄養教諭になる方

もいらっしゃるのでしょうか。  

教育人事企画課長  選考を受けていませんので、来年度は本区においては

おりません。  

庶務課長  それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 47号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 47号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第 28議案第 48号「杉並区学校運営

協議会規則の一部を改正する規則」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 平成 29年５月に公布されました「地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律」により、引用する条項に移動があったことから、規則

を改正するものでございます。  

 改正の内容でございますが、議案の最後に添付いたしました「新旧対

照表」をご覧ください。  

 第１条、第８条及び第９条の規定におきまして、引用する法律の条番

号を改めるものでございます。  

 最後に、施行期日でございますが、令和２年４月１日としてございま

す。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  
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 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 48号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、議案第 48号につきましては、原案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、組織機構改正に伴う訓令の改正として

関連がありますので、日程第 29議案第 49号「杉並区教育職員の自己申告

及び人事評価に関する規程の一部改正」、日程第 30議案第 50号「杉並区

教育職員懲戒分限審査委員会規程の一部改正」、以上２議案を一括して

上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 先ほど、議案第 24号でご説明したとおり、教育委員会事務局の「教育

企画担当部長」を廃止し、「教育政策担当部長」を設置することとした

ところでございます。  

 このことに伴いまして、所要の規定の整備を図るものでございます。  

 はじめに、議案第 49号「杉並区教育職員の自己申告及び人事評価に関

する規程の一部改正」の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 第８条の評価者等の規定におきまして、担当部長の名称を「教育政策

担当部長」に改めるものでございます。  

 次に、議案第 50号「杉並区教育職員懲戒分限審査委員会規程の一部改

正」につきまして、ご説明申し上げます。  

 議案の最後に添付いたしました「新旧対照表」をご覧ください。  

 第４条第２項の審査委員会の構成の規定におきまして、担当部長の名

称を「教育政策担当部長」に改めるものでございます。  

 最後に、施行期日でございますが、いずれの議案につきましても、令

和２年４月１日としてございます。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

教育長  それでは、議案ごとに採決を行います。  

 まず、議案第 49号につきましては、原案の通り可決して異議ございま
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せんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 49号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 続きまして、議案第 50号につきましては、原案の通り可決して異議ご

ざいませんか。  

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 50号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第 31議案第 51号「杉並区教育委員

会職務権限規程の一部改正」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 先ほど、議案第 28号でご説明したとおり、地方公務員法の一部が改正

されまして、「特別職の嘱託員等」は、専門的な知識経験等に基づき、

助言、調査等を行う者に厳格化されるとともに、「臨時的任用」は、常

勤職員に欠員を生じた場合に厳格化されたところでございます。  

 また、１会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める一

般職の職員として、「会計年度任用職員」が新たに制度化されたところ

であり、教育委員会においては「会計年度任用講師」を任用する予定で

ございます。  

 このことに伴いまして、規定の整備を図る必要があるため、規程を改

正するものでございます。  

 改正の主な内容でございます。議案を１枚おめくりください。  

 決裁区分を定める別表第１の「３の２の項」におきましては、「非常

勤職員に関すること」としていた事務を「会計年度任用職員に関するこ

と」に改めるほか、「３の３の項」におきまして、「臨時職員に関する

こと」としていた事務を「特別職専門非常勤職員」に改めるものでござ

います。  

 このほか、「職員の服務に関する事務」におきましては「公務災害補

償の認定請求に必要な事実証明をすること」について、「財産の管理に

関する事務」におきましては「教育財産の用途変更及び用途廃止」等を

定めるなど、規定を整備してございます。  

 最後に、施行期日でございますが、令和２年４月１日としてございま
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す。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

教育長  決裁区分欄の記載がないから分かりにくいけど、職務内容を整理

したっていうことですよね。  

庶務課長  そうです。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 51号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 51号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第 32議案第 52号「杉並区教育委員

会職員服務監察規程の一部改正」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 平成 29年６月に公布されました「地方自治法等の一部を改正する法律」

により、引用する条項に移動があったことから、規程を改正するもので

ございます。  

 改正の内容でございますが、議案の最後に添付いたしました「新旧対

照表」をご覧ください。  

 第４条の規定におきまして、引用する法律の条番号を改めるものでご

ざいます。  

 最後に、施行期日でございますが、令和２年４月１日としてございま

す。  

 以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略をさせていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

教育長  これは、第 243条の２に枝番号がついたということですね。  

 それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 52号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 52号につきましては、原

案の通り可決といたします。  
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庶務課長  それでは、続きまして、日程第 33議案第 53号「学校運営協議会

の設置について」を上程いたします。  

 学校支援課長から、ご説明いたします。  

学校支援課長  議案第 53号「学校運営協議会の設置について」ご説明いた

します。  

 議案を１ページおめくりください。  

 令和２年４月１日付けで、次の学校に学校運営協議会を置くとするも

のでございます。  

 設置する学校は、杉並区荻窪五丁目 10番 22号、桃井第二小学校になり

ます。  

 提案理由は、学校運営協議会規則の規定に基づきまして、学校運営協

議会を置く必要があったためとなっています。  

 もう１ページおめくりいただきまして、これまでの設置状況が参考資

料となっています。  

 今回の設置で計 59校が、地域運営学校となります  

 議案の朗読は省略させていただきます。  

 私からは以上になります。  

庶務課長  それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がご

ざいましたら、お願いいたします。  

 それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、議案の採決を行います。  

 議案第 53号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 53号につきまして原案の

通り可決といたします。  

 それでは、続きまして報告事項の聴取を行います。  

 事務局より説明をお願いいたします。  

庶務課長  それでは、新型コロナウイルス感染症対策として関連がありま

すので、報告事項１番「臨時休業中の小学校における校庭開放の実施に

ついて」、報告事項２番「令和２年度の教育課程等の実施について」、

報告事項３番「令和２年度杉並区立学校及び杉並区立子供園の学期及び

休業日について」、併せてご説明いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  
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 報告事項１番「臨時休業中の小学校における校庭開放の実施について」

をご報告いたします。  

 学校保健安全法第 20条の規定に基づき、令和２年３月２日 (月 )から区

立学校全校において臨時休業を実施しているところでございます。春季

休業開始日の前日までの間、小学校において自校児童に向けて校庭を開

放することといたしましたので、ご説明いたします。  

 これまでの経緯ですが、申し上げたように、現在まで一斉臨時休業を

実施しているところです。  

 そして、３月９日から学校での居場所提供ということで、保護者の就

労や病気等、真にやむを得ない事情により、自宅で過ごすことができな

い困難な小学１年生から３年生、小学校の特別支援学級の児童及び済美

養護学校の児童・生徒を学校で受け入れ、居場所を提供しているところ

です。  

 その延長線上として、小学校における校庭開放を実施いたしました。  

 児童の運動不足の解消や健康維持の観点から、居場所提供事業を拡大

し、小学校において自校の生徒を対象にした校庭開放を実施することと

したものでございます。  

 実施の方法等についてでございますが、区立小学校全校を対象として

おります。ただし、校庭整備等によって実施できない学校数校について

は除いております。  

 実施の期間ですが、３月 18日 (水 )から各学校の春季休業日開始日の前

日までということです。  

 実施方法ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から多

数の児童が密集しないよう、学年等により利用時間を区切って実施する

など工夫をして行っているところです。  

 お手元に保護者宛の通知のひな型がついているかと思いますが、この

中段に書かれてありますように、学校ごとに例えば午前中は１・２年生、

３・４年生、午後に５・６年生など、工夫をして実施をしているという

ことです。  

 私からは以上です。  

 それでは、報告事項の２番をお願いします。  

済美教育センター所長  私からは、令和２年度の教育課程等の実施につい

てご報告します。  
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 令和２年度の教育課程等の実施につきましては、当面１学期の対応に

ついて、校長会の意見を踏まえるとともに、杉並区危機管理対策本部の

決定に基づき、教育課程実施の基本的な考え方を学校に通知しました。  

 区立学校では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月２日 (月 )

から春季休業日開始前日まで臨時休業といたしました。  

 令和２年度の区立学校の教育課程につきましては、４月６日からの開

始となります。なお、４校が４月７日開始予定となっています。  

 令和２年度の教育課程等の実施に当たっては、児童・生徒の健康指導

の徹底、保護者への協力要請を行うなど、児童・生徒の健康管理を徹底

して参ります。  

 次に令和２年度入学式につきましては、参列者の制限、及び時間の短

縮などを行った上で実施し、始業式につきましても、児童・生徒の大き

な集団が生じないよう配慮するとともに、時間を短縮して実施いたしま

す。  

 なお、入学式への参列者への制限や時間短縮など、実施内容や方法に

つきましては、新１年生保護者宛に教育委員会、校長連名で通知するよ

うにしております。  

 宿泊を伴う校外学習につきましては、１学期実施予定としていた小学

校の移動教室、中学校修学旅行については２学期以降に延期するなど、

今後の状況の変化に応じて検討して参ります。  

 中学校のフレンドシップスクール、特別学級連合移動教室については、

令和２年度は中止とします。  

 遠足などの校外学習、職場体験学習につきましては、１学期は中止、

又は２学期以降に延期とします。  

 部活動につきましては、１学期は原則校内の活動に限り、校外の練習

試合や合同部活動は中止とします。  

 そのほかの教育活動につきましては、１学期の運動会の延期、音楽鑑

賞教室の中止などの対応がございます。  

 教育活動の実施に当たっては、換気の悪い密閉空間、人が密集、近距

離での会話という３条件が同時に重なる教育活動を避けた上で、感染拡

大防止を十分に行った上で実施して参ります。  

 このほか、学校保健、学校給食につきましては、学校給食衛生管理基

準や、学校保健安全法に基づき、実施して参ります。  
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 学校開放事業につきましては、４月１日以降、杉並区危機管理対策本

部の方針を踏まえ、順次再開する予定です。  

 引き続きまして、令和２年度杉並区立学校及び杉並区立子供園の学期

及び休業日についてご報告いたします。  

 令和２年度の杉並区立学校及び子供園の教育課程届につきましては、

杉並区立学校の管理運営に関する規則及び杉並区立子供園の管理運営に

関する規則に基づき、３月末までに教育委員会へ届出を行うこととなっ

ています。  

 これまで、２月の学校との相談日を経て、３月に届出の受付を行って

きました。  

 はじめに、学期につきましては、令和２年度は全ての学校・子供園に

おいて３学期制として実施いたします。  

 次に休業日の変更につきましては、子供園２園、小学校 40校、中学校

21校、特別支援学校１校が休業日の変更を行います。内容については記

載のとおりでございます。  

 なお、先ほど令和２年度の教育課程届の実施に当たってご報告いたし

ましたが、学校行事等の教育活動について、既に届け出があった内容に

変更が生じていますので、今後、教育課程の一部変更の届け出などによ

り対応しています。  

 私からは以上です。  

庶務課長  それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がご

ざいましたら、お願いいたします。  

久保田委員  この間の新型コロナウイルス感染防止のための様々対応を

これだけ色々とありがとうございました。  

 昨日、今日と、修了式・卒業式等、本当良かったなと思います。  

 今、また４月からの新学期・新年度に向け、色々な準備が進められて

いることと思いますが、お話にあった中で、３月 24日付けの基本方針に

ついて、この資料の中に添えてある、２月 27日付けの通知、これとの関

連で１つお聞きしたいことがあります。  

 ２月 27日付けの１の (１ )の「ア」の所に、咳エチケットの励行という

のがあり、これはこれからも当然継続されていくことと思います。  

 その下の「エ」の所なのですが、「給食の際には、児童生徒が対面す

る形を可能な限り避け、飛沫感染の防止に努めること」とあります。  
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 実はこのことについては、これまでにもインフルエンザがはやった時

には、各学校こういった対応を当たり前のようにやっている。グループ

で食べることをやらずに全部前向き型で給食を取るということもやって

きておりまして、これ自体は何ら問題なくできるかなと考えています。  

 これに関連してなのですが、例えば授業形態の問題として、机を寄せ

て４人のグループの学習活動、特に小学校においては毎日のようにいろ

んな教科で行われているデータがあり、しかも４月からは新学習指導要

領、新しい教科書が全部各教科配られて、そのもとでスタートするとい

う中で、まさに目玉である、「主体的・対話的で深い学び」の「対話的

な学び」に関することで言えば、グループ活動・グループ学習が現場の

先生方にとってなかなかやりにくい状況である。  

 そういったことを考えると、今、学校の現場レベルからそういったこ

とについてセンターの方に相談等何か来ているのかどうか。また、今後

の方向性・方針等がありましたら、教えていただければと思います。  

済美教育センター所長  学校からの相談というのは、教育課程、１学期の

方針が出ましたので、それをどうしていこうかというような相談が主で

す。  

 具体的な授業のことについては、相談はないのですが、先ほどお話し

た３つの条件、換気が悪い状態にしないや、できるだけ密集を避けると

か、近距離の会話をできるだけ避けるというところが、「主体的・対話

的で深い学び」を実現していく時に、先生方も悩むところかなと思いま

すが、健康観察ですとか、手洗い・うがい、マスクの着用とか。そうい

うところを万全にした上で、授業についても全く発言がない、会話がな

い授業というのもなかなか難しいと思うのですが、学校の方でも色々考

えて実施していくと思いますので、センターとしても相談があった時だ

けではなく、何かしらの学校への支援、話はしていく機会を持ちたいと

思っています。  

久保田委員  ありがとうございます。大学のある豊島区で、教育委員会の

方で新年度からの授業について、グループ学習をやらないということを

はっきり出している面もあったり、各区市によっていろんな対応が出て

きているのかなと思っています。  

 現場の先生からすると悩ましいところかなとことで、個人的には気に

なっておりまして、心配しており、質問いたしました。ありがとうござ
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いました。  

折井委員  保護者側の心配を発言させていただきたいのですが、３月 24日

付けの資料で、児童・生徒のところの「ア」の咳エチケット (マスクの

着用等 )とございますし、「イ」には自宅で検温ということで、プール

がある時と同じように、朝、学校に行く前に検温してっていうことで、

恐らく息子の小学校でも、一覧表を先生たちはきっと本当に大変な思い

をされながら、首相が発表された後、表を作られたんだろうなと思いな

がら受け取ったのですが、そういったものは恐らく作ってくださるのか

なと思うのですが。  

 実は息子が先々週熱を出しまして、とても悩んだのが、微熱なのです。

37.3度くらい。息子は 37度くらいまで上がりますし、私も体温が高い、

37.2度なんて普通なのです。そうなった時にどの程度で発熱といっても

微熱だから休ませるのか、そういったところが、いつもであれば、 37.1

や 37.2だと、子供ですから本当に元気なんです。どうということもない

状態なので、恐らく微熱に気付かず、検温もしないと学校に普通に行っ

ていると思うのです。  

 今後、４月に入ると検温で、きちっと、今日は高いねといった時に、

どの程度の目安というのでしょうか。その辺りのところが各家庭で悩ま

しいのかなと。万が一のことを考えると、休ませた方が良いのか。でも

実は少し興奮しただけかもしれないというところで、お休みさせるとお

休みしたっていう記録が残るし、子供もすごく嫌だしっていうところで、

保護者側からすると少し悩ましい。  

 なので、学校の方でどういった基準、といってもケースバイケースな

のは当然なのですが、その辺りのところが悩ましく保護者としては感じ

るかなという風に思っているのですがいかがでしょうか。  

済美教育センター所長  今お話があったように、個々で平均体温といいま

すか、そういうものも違いますし、なかなかその基準というのは難しい

と思うのですが、学校はまずは学校医と色々ご相談していくと思うので

す。  

 あとは体温だけではなく、表情であったり、行動であったり。毎朝健

康観察をしていきますし、状況によっては声掛けをして無理をさせない

ということを第一に考えて対応していくと思います。  

 １つの基準というのは難しいのが現実かなと思っています。  
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学務課長  実際にお子さんによって平熱ってかなり違うと思うのですが、

感染予防についてお知らせさせていただいているのは、お子さんに風邪

の症状があって、 37.5度以上が４日以上続く場合で、強いだるさや息苦

しさがある場合は、杉並区の帰国者・接触者電話相談センターに電話相

談をしていただくっていう形では、保護者の皆さんにお知らせさせてい

ただいている状況です。  

折井委員  ４日間出してしまって良いのかなと母として思いますが。  

 あともう１点、マスクの着用。普段であれば咳をしている時はマスク

をしようねということ。当然親も考えますし、子供も高学年になったら

きちんとしなければという意識は持っていると思うのですが、マスクが

新しく手に入らない。子供用は本当に手に入らない状況があって、そう

なってくると、喘息の人って、５月、６月くらいになってくると発作も

起きやすくなるので、咳出ちゃうんです。でもマスクがないよとか、ち

ょっと風邪気味で、ただ咳が、イガイガがあって咳出ちゃうよというよ

うな時に、マスクの着用をさせたいけれどもなかなかできないという状

況が起こりえるのかなと。  

 かといって、学校が配布するような余裕も、どこから手に入るのとい

うところもございますし、とても悩ましい状況が続いて、センターもそ

うですが、現場の方でもかなり苦労されることになるのかなと思います。 

 何よりも国内の状況が落ち着いてくれることを願っています。  

對馬委員  同じお手紙の８番の「保護者会等の実施について」の (２ )の所

に、４月の PTAの立ち上がりの所「各校長から PTA会長に依頼する」とあ

るのですが、この時期、新規で新しく会長になられた方もたくさんいら

っしゃって、初めてのことですので、どう対応して良いか皆分からない

中で、 PTA会長というのは一般の保護者の方なんです。そういう方に依

頼をするということはなかなか難しいと思うので、学校支援担当の方が

一緒に考えてあげるとか、何かひな形のようなものを見せてあげるとか、

そのような支援をしていただけると良いかなと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。  

学校支援課長  PTAは任意団体という扱いはさせていただいていますが、

委員のおっしゃるとおりです。検討させていただきます。ありがとうご

ざいます。  

伊井委員  それぞれの委員の方々がおっしゃったことがもっともだと思
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うのですが、この間皆様が前代未聞の状況にどんなに苦労されているか

なと思い、その御尽力には本当に心から感謝するところです。  

 保護者の方々へのご協力っていうのは、是が非とも必要な部分である

ので、今回お休みが長かったこととか、子供の心の面とかも含めまして、

学習面とか年度が明ければ、明けた時に色んなご苦労があると思います。 

 本当に大変かとは思いますが、保護者の方々に前向きにご協力いただ

くような体制を取っていただいて。マスクのことももちろん心配ですし、

検温も早く出かけてしまう方は子供任せにされることもあるでしょうし、

保健室との連携とか様々な面でバックアップしていただければ良いなと

思います。よろしくお願いいたします。  

済美教育センター所長  新学期が始まると、学習のこともありますし、健

康上のこともあると思います。  

 子供たちの心理面というのを学校は気にしているところがあるのかな

と思いますので、担任１人で何かやることではなくて、学校全体で、子

供の様子を見ながら必要なケアをしていく。そういったことも含めて保

護者へも、しっかり協力をお願いするように学校も準備しているかと思

いますので、改めて学校にはそのことも伝えて参りたいと思います。  

教育長  これを機会に行動変容が起きてくるだろうという指摘をしてい

る人がいますけど、そうなると思います。  

 今まで当たり前だと思っていて、何の疑問も感じなかったことの１つ

１つに、これはどうだったのとか、空気のように当たり前にあったもの

がある日無くなって、ないって気が付いたり。  

 大事なことを失っていくことはあってはいけないことだけれども、今

回の状況の中で、自ら考えて、正しく判断して、どう行動していくかと

いうことについて、「こうしろ」、「ああしろ」っていう権威とか権力

に基づいて規制するよりは、一定程度の骨太の方向性を示したら、むし

ろ１人１人の行動変容、自分で考えて、適切だと思える行動を取る。適

切だと思えるような判断材料を提供していく、それが１番大事だと思う

のです。  

 だから体温のことも、「 37.5度以上」ではなく、それは医学的に見た

ら「 37.5度以上」なのだけれども、その子の平熱が 36度だったら、 37.5

度っていうのはかなりの高熱なわけじゃないですか。日常の生活と比較

した時にどれほど変化があったかという判断基準は自分で持っていくし
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かないんです。「 37.2度ならいいけど、 37.3度は駄目」ではなく、その

子にとって平熱よりも 0.5度続いているとしたら、他の人の体温より低く

ても、発熱が続いているっていうことになるし。仮に 37.2度が平熱だと

したら、 37.2や 37.3度というのは別に大したことはないとなるかもしれ

ない。そういうことが大したことであるか、大したことでないかってい

う判断は医学的にきちっとしていかなければいけないことだけれども、

その判断をするために必要な材料は、まず自分たちで整理をし、集めた

材料を提供される判断基準に当ててみて、これは高いとか、低いとか、

危ないとか、危なくないとか。  

 そういう風に行動を自分で満たしていく、成長の機会でもあるので、

１個を決めてこれに従えっていう形、大事なことは骨太に決めるけれど

も、日常の生活を維持していく上で、自分たちの日頃のあり方がどうだ

ったのかっていうことは、多分皆担わせていると思うんです。だけど担

わせていてもどうにもならないこと、例えば学童クラブに子供を預けな

ければ働きに行けないっていうのは、仕事辞めますってなってしまうか

ら、そういうことについてはきちっと子供を預かって、仕事ができるよ

うにしてやるっていうのは理屈ではなく、どんなに困難なことであった

としたって、ここが破綻したら働けなくなっちゃうわけだから、こうい

うことは公がやっていかなければいけないけれども、判断をするための

材料は提供しても１つ１つに立ち入らないっていうのも、大事かなと思

っています。  

 具体的にそういうことに遭遇したらどういう風になるか分からないけ

ども、何かを判断する拠り所になる正しい情報を常に提供していくって

いうことが第一ではないでしょうか。  

 ついでに言うと、「主体的・対話的で深い学び」って多分これも変わ

ります。提案がされた時に対話的っていうのは他者との対話だけでなく、

自己内対話も含めて、対象との対話っていうことを大事にした方が良い

ってことをずっと言っているんですけど、隣の人と話し合うことが対話

ではないんです。対象と自己が向き合うことが対話ですから、非常に哲

学的な内容を持っているわけです。学習の対象と自己とが対話的に向か

い合うっていうことは、別に隣の人と話をしなくてもいいのです。もち

ろん隣の人と話をして問答をして、伝承的に深めていくっていうことは

大事なことだから否定はしないけれども、対話っていうのは対象と自己
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が向き合うっていう風に考えれば、「４人で相談しなさい」っていう場

面が無くても、向き合って深く掘り下げていくっていうことは可能なわ

けで、そういう指導の仕方は今までの教員というのは１番下手なんです。 

 何でかと言うと、「はい、こっち向いて」って向かせて、「いいです

か」みたいな感じでやっているから、基本的に。小休憩中の読書の指導

もそうだし、対象と向き合って自ら掘り下げていくっていう良い機会だ

と思います。  

 中学なんかやろうと思ったら、絶対それをやった方が良い。ただ、小

学校１年生に「対象と向き合え」なんて、先生も何のことか分からない

し、子供なんてもっと分からないから、そういう言い方はしないけれど

も、学ぶ相手と向かい合うっていうのは、なにも隣の子だけじゃない。  

 これは教員にも教えていかないと、１番気付いていない部分です。指

導案とか、解説なんか読んでも、自己内対話とか、対象と向き合うって

いうことの言い方で書いている参考書が少ないです。話し合いましょう

とか、活動は何かとか説明してあるけど。大事なことはそこだと思いま

す。良い機会ではないですか。  

庶務課長  ありがとうございます。それでは、報告事項１番から３番まで

につきましては、以上とさせていただきます。  

 それでは、続きまして、報告事項４番「学校運営協議会委員の任命に

ついて」、学校支援課長からご説明いたします。  

学校支援課長  私からは、杉並区学校運営協議会規則の規定に基づく、学

校運営協議会委員の任命についてご報告させていただきます。  

 新設の桃井第二小学校の委員につきましては、１ページの上段にござ

います。 11名の方となっています。  

 また、１ページ下段から、４ページにかけまして、既存校で新任及び

任期の更新を迎える委員の一覧を記載させていただいております。  

 特筆すべき事項といたしまして２ページご覧いただきまして、桃井第

四小学校の公募の委員ですが、この方につきましては桃井第四小学校が

コミュニティスクールとなった後、同校を卒業し、現在大学生で非常に

若い委員の方となっています。この場でも様々に若い委員をとの話が出

ておりましたが、その実現となった例となっています。  

 恐れ入りますが資料の１番最後のページをご覧ください。参考でござ

いますが、新設校では１校 11名、既存の学校では 23校 115名の方の任命と
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なっています。  

 任期は令和４年３月 31日までの２年間となります。  

 報告は以上です。  

庶務課長  ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございました

ら、お願いいたします。  

教育長  良かったですね。若い方に入ってもらえて。どんどん増えていく

と良いですね。  

庶務課長  それでは、報告事項４番につきましては、以上とさせていただ

きます。  

 続きまして、報告事項５番「令和２・３年度青少年委員の委嘱につい

て」、引き続き学校支援課長からご説明いたします。  

学校支援課長  続きまして、令和２・３年度杉並区青少年委員の委嘱につ

いてご報告します。  

 青少年委員につきましては、資料の２の (１ )にございますとおり、職

務といたしまして、青少年教育の振興のため、家庭・地域・学校をつな

ぐパイプ役として、地域の教育力向上の要として活動いただいておりま

す。  

 選任は、１の (３ )にありますとおり、青少年育成委員会からの推薦を

受けて、教育委員会が委嘱します。  

 この度、４月１日付けで令和２・３年度の青少年委員を委嘱いたしま

す。  

 定員は 47名となっておりますが、４月１日で 42名の方を委嘱予定でご

ざいます。  

 裏面にその一覧が載っておりますが、一部地域では推薦が挙がってい

ないところもございまして、引き続き推薦のお願いを続けていく予定で

す。  

 中学校区ごとに１名以上の委嘱はできておりますので、中学校区をか

けるということはございません。  

 名簿の詳細及び表面の青少年委員の概要等、その他の部分につきまし

ては後ほどご確認いただければと存じます。  

 私からは以上となります。  

庶務課長  ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございました

ら、お願いいたします。  
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 それでは、報告事項５番につきましては、以上とさせていただきます。  

 それでは、続きまして、報告事項６番「杉並区教育委員会共催・後援

名義使用承認について」、生涯学習推進課長からご説明いたします。  

生涯学習推進課課長  私からは令和２年２月分の教育委員会共催・後援名

義使用承認についてご報告します。  

 ２月分の合計でございますが、全体で 20件でございます。  

 定例・新規の内訳は、定例が 19件、新規が１件となっています。  

 共催・後援の内訳は、共催が４件、後援が 16件でございます。  

 新規の１件ですが、２ページをご覧ください。生涯学習推進課社会教

育センター受付分で、No.５です。新規の後援でございまして、団体名は

「 Challenge For the Future」、事業名は「 SDGsに関する日本と海外の

取組」となっています。  

 私からは以上です。  

庶務課長  ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございました

ら、お願いいたします。  

伊井委員  ご説明いただいた新規の内容について、少々お話を伺えると良

いなと思いますが。  

生涯学習推進課長  日本と教育先進国であるドイツとの取組の違いなど、

現地の若者と交流を踏まえながら、次代を担う若者の視点で、日独の環

境問題への取組に関する比較研究を行い、今後の日本に置ける環境問題

への解決に向けて、具体的な方法を発見し、実践につなげていくってい

うことです。  

 参加者を公募して語学学習を含めた事前学習会を経て現地校でプログ

ラム、ホームステイなどのプログラムを実施するものです。  

伊井委員  現地校でということですか。  

生涯学習推進課長  実際にドイツに行ってということです。  

伊井委員  もう既に済んでいることの報告会だったのでしょうか。  

生涯学習推進課長  これからです。事前学習から始まって、実際に行って

の期間が３月から来年の１月までと。  

 ただ、こういう状況なので、今後団体の方が、２月分に承認はいたし

ましたが、どういう風に実際運営を考えるかというのは、日程を後ろに

倒したりとか、そういったことは生じてくると思いますし、もし変更が

生じれば変更届を出していただくということになると思います。  
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伊井委員  十分にご配慮いただきながらご指導いただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。  

庶務課長  それでは、報告事項６番につきましては、以上とさせていただ

きます。  

 それでは、続きまして報告事項７番「中央図書館サービス業務受託者

候補者の選定結果について」、中央図書館次長からご説明いたします。  

中央図書館次長  私からは、中央図書館サービス業務受託者候補者の選定

結果について、ご報告いたします。  

 ご案内のとおり、中央図書館におきましては、今年の９月にリニュー

アルオープンをする予定でございますが、そのオープン以降のサービス

業務の受託者候補者につきまして、公募型プロポーザル方式によって募

集を行ったところ、２事業者から応募がありました。  

 応募のあった事業者につきまして、杉並区プロポーザル選定委員会条

例に基づき設置した選定委員会において審査を行いまして、この度、候

補者を選定いたしましたので、ご報告いたします。  

 まず選定事業者の概要ですが、株式会社図書館流通センターというこ

とで、所在地、設立日は記載のとおりです。  

 今までのリニューアルオープン前の事業者と、結果的に同じ事業者と

いうことになります。  

 次に選定経過等ですが、選定委員会におきまして募集要項及び審査方

法・審査基準を定め、応募のあった２事業者について、第一次審査の書

類審査及び第二次審査のプレゼンテーションとヒアリングを実施しまし

て、評価点数が合計点数の６割以上で、かつ最上位の合計評価点を得た

事業者を受託候補者として選定いたしました。  

 事業者の財務状況については、別途公認会計士に診断を依頼しまして、

診断結果をもとに選定委員会において審査をしております。  

 選定結果につきましては、別紙に記載のとおりでございます。  

 選定経過ですが、令和元年の 11月 14日に選定委員会を設置しまして、

12月６日より令和２年１月 15日にかけて、公募をいたしまして、２月 15

日に第一次審査、３月３日に第二次審査を実施しまして、受託者候補者

を選定しました。  

 選定委員会の構成は記載のとおりでございます。  

 委託期間ですが、令和２年９月１日から令和７年３月 31日までの４年
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７か月としております。  

 今後の主なスケジュールとしては、本年９月より業務委託を開始する

ということになっております。  

 私からは、以上です。  

庶務課長  ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございました

ら、お願いいたします。  

 それでは、報告事項７番につきましては、以上とさせていただきます。  

 以上で報告事項の聴取を終わります。  

教育長  それでは、冒頭に決定いたしましたとおり、ここからは非公開で

審議をさせていただきます。  

 その前に、庶務課長、連絡事項がございましたらどうぞ。  

庶務課長  次回の教育委員会の開催予定ですが、４月８日 (水 )午後２時か

ら定例会を予定しています。よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

教育長  傍聴していただきましてありがとうございました。  

 来年度もおいでください。  

（傍聴者  退出）  

教育長  それでは、改めまして、議案の審議を行います。  

 庶務課長、お願いいたします。  

庶務課長  それでは、日程第１議案第 21号「区長の権限に属する事務の委

任について」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。議案を１枚おめくりください。  

 本議案は、地方自治法第 180条の２の規定に基づき、区長から協議のあ

りました事務の委任について、同意するというものでございます。  

 委任を受ける事務は「旧杉並第四小学校の一部の管理」でございまし

て、区長からの委任を受けて教育委員会が管理を開始する日は、令和２

年４月１日としてございます。  

 議案をもう２枚おめくりください。こちらは、杉並第四小学校の敷地

全体の配置図及び建物の平面図でございます。教育委員会が管理をする

部分につきましては、３階建ての建物のうち、１階の一部を占める区立

高円寺北子供園を除く部分でございます。教育委員会が管理をしない子

供園部分につきましては、図面上はグレーで示してございます。  

 次に、区長から協議のあった経緯についてご説明いたします。  
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 杉並第四小学校につきましては、３月 16日の教育委員会において、４

月１日付けで教育財産としての用途を廃止する旨のご議決をいただいた

ところでございます。用途廃止後の建物につきましては、地方自治法第

238条の３第３項の規定に基づき、普通財産として区長に引き継がれるも

のでございますが、杉並第四小学校跡地におきましては、区立施設再編

整備計画に基づき、今後、教育委員会が次世代型科学教育の拠点等を整

備することとしているところでございますので、４月以降も教育委員会

が管理し、当該拠点等の整備を進める必要がございます。しかし、用途

廃止した財産の管理に関する事務は区長の権限に属するところでござい

ますので、今般、地方自治法第 180条の２の規定に基づき、教育委員会が

委任を受けて管理することについて、区長から協議を求められたもので

ございます。  

 以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、採決を行います。  

 議案第 21号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 21号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第２議案第 22号「区長の権限に属

する事務の補助執行について」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 議案を１枚おめくりください。  

 本議案は、地方自治法第 180条の２の規定に基づき、区長から協議のあ

りました補助執行について、同意するというものでございます。  

 教育委員会が補助執行する事務は「地方公務員法第 22条の２第１項に

規定する会計年度任用職員の採用等に関する事務」でございまして、補

助執行を開始する日は、令和２年４月１日としてございます。  

 次に、区長から協議のあった経緯についてご説明いたしますので、参

考資料をご覧ください。  

 現行の非常勤職員制度と会計年度任用職員制度移行後を図で示してお
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りますが、現在の非常勤職員のうち、嘱託員・パートタイマーについて

は、会計年度任用職員制度へと移行し、原則として「特別職」から「一

般職」となります。また、専門非常勤と呼ばれる非常勤職員につきまし

ても、労働者性の低い医師や顧問などを除き、原則として会計年度任用

職員制度に移行し、「一般職」となります。  

 これまで、教育委員会に配置する非常勤職員につきましては、教育委

員会が独自に採用を行ってきたところでございますが、杉並区におきま

しては、会計年度任用職員制度の導入に伴い、一般職となる会計年度任

用職員の採用については、常勤の職員と同様に区長が行うことといたし

ました。しかしながら、事務の効率化等を図る観点から、教育現場で必

要とされる人材の採用は、引き続き教育委員会が直接行うことが好まし

いため、今般、区長の権限を教育委員会の職員に補助執行させることに

ついて、地方自治法第 180条の２の規定に基づき、区長から協議を求めら

れたものでございます。  

 なお、補助執行により行う事務といたしましては、会計年度任用職員

の採用に関する事務のほか、勤務日及び勤務時間の指定、休暇の承認、

超過勤務や出張を命ずることなどの事務が含まれているものでございま

す。  

 以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

 それでは、採決をお願いいたします。  

教育長  それでは、採決を行います。  

 議案第 22号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 22号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

庶務課長  それでは、続きまして、日程第３議案第 23号「令和元年度杉並

区一般会計補正予算 (第７号 )」を上程いたします。  

 それでは、ご説明いたします。  

 議案を２枚おめくりいただき、補正予算概要の１ページ目をご覧くだ

さい。  

 まず、歳入歳出予算でございますが、「事務事業名」の欄に記載の１
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事業について、「補正額」の欄に記載の金額を補正するものでございま

す。  

 今回の補正は、区内の区立学校が臨時休業となったことに伴い、学校

給食の食材費相当額に当たる経費及び学校給食費の保護者への返還に係

る口座振り込み手数料に要する経費について、94万 7,000円を計上するも

のでございます。  

 なお、学校給食休止に伴う対応に要した経費につきましては、全国学

校給食会連合会を通じて４分の３の補助が見込まれることから、特定財

源のその他の欄に 70万 9,000円を計上しており、差し引き一般財源は 23

万 8,000円を計上するものでございます。  

 歳入歳出予算につきましては以上でございますので、議案を１枚おめ

くりいただき、２ページ目をご覧ください。  

 教育費の総額を記載してございます。  

 今回の補正により、94万 7,000円を増額いたしまして、補正後の教育費

の総額は、 197億 1,485万 8,000円でございます。  

 それでは、引き続きまして、繰越明許費の追加がございますので、議

案を１枚おめくりいただき、３ページ目をご覧ください。  

 こちらは、令和元年度で執行に至らなかったものを令和２年度に繰り

越すものでございます。  

 杉並第二小学校他３校の電話設備取替工事につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、資材の納品が困難となり、年度内に工

事を完了することができなくなったことから、工事費用を翌年度に繰り

越すものでございます。  

 金額につきましては、当該電話設備取替工事の契約金額である 353万

1,000円を翌年度に繰り越すというものでございます。  

 以上で補正予算の説明を終わります。  

 議案の朗読は省略させていただきます。  

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問がございま

したら、お願いいたします。  

教育長  学校が休みになるとこれだけ大変なことが起きるということで

す。付随して処理しなくてはいけないものがまだまだたくさん起きてく

るということです。  

 それでは、採決を行います。  
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 議案第 23号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 23号につきましては、原

案の通り可決といたします。  

 それでは、議事の関係上、ここでいったん休憩といたします。  

(休憩・追加議案配布 ) 

 それでは、委員会を再開します。  

 庶務課長から報告をお願いします。  

庶務課長  ご報告いたします。  

 先ほど議案第 21号にてご議決をいただきました旧杉並第四小学校の一

部の管理に関連いたしまして、ただいま追加で議案第 54号を配布させて

いただきましたので、この件につきまして、ご説明いたします。  

 議案を１枚おめくりください。  

 本議案は、杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行

に関する規則第２条の２第１項の規定に基づき、教育長の臨時代理によ

り規則を改正することをあらかじめ教育委員会が教育長に指示をするも

のでございます。  

 まず、「１」をご覧ください。  

 臨時代理による処理の指示内容でございますが、区長から旧杉並第四

小学校の一部の管理の委任を受けた場合に、杉並区教育委員会事務局処

務規則を改正するというものでございます。  

 規則改正の内容につきましては、後ほどご説明いたしますので、次に

「２」をご覧ください。  

 臨時代理により処理する理由でございます。  

 旧杉並第四小学校の一部を教育委員会が管理することにつきましては、

地方自治法第 180条の２の規定に基づき区長から協議があり、先ほど協議

に同意する旨のご議決をいただいたところでございます。  

 今後は、この協議結果を踏まえまして、区長から教育委員会あてに旧

杉並第四小学校の一部の管理について委任する旨の通知が発せられるも

のと理解しておりますが、教育委員会におきましては、当該委任の通知

を受けたのち、年度末までの間に速やかに教育委員会事務局処務規則を

改正し、公布する必要がございます。年度末までの限られた時間の中で、

円滑な事務処理を進めるためには、教育長の臨時代理により規則改正を
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行う必要があることから、あらかじめ指示をするものでございます。  

 それでは、具体的な規則の改正内容についてご説明いたしますので、

議案を１枚おめくりください。  

 件名は、「杉並区教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則」

としてございます。  

 改正の内容につきましては、議案をもう１枚おめくりいただき、新旧

対照表をご覧ください。  

 第５条の表の「生涯学習推進課」の部、「管理係」の項、第８号中、

「旧新泉小学校施設」の次に、「及び旧杉並第四小学校施設」を加える

ものでございます。  

 最後に、議案を１枚お戻りいただき、附則をご覧ください。  

 この規則の施行期日でございますが、「令和２年４月１日」としてご

ざいます。  

 以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

 以上でございます。  

教育長  それでは、採決を行います。  

 議案第 54号につきましては、原案の通り可決して異議ございませんか。 

(「異議なし」の声 ) 

 それでは、異議がございませんので、議案第 54号につきましては原案

の通り可決といたします。  

 以上で本日予定しておりました日程は全て終了いたしました。  

 本日の教育委員会を閉会いたします。  

 


